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9ページ
4 代表構成員に必要な資格に
関する事項

代表構成員に必要な資格に関する事項は定めら
れていますが、非代表構成員について留意しておく
べき点はございますか。

本要項においては、代表構成員に関する資格要件を特記する形で第６章第４項に記しており
ますが、非代表構成員についても、担当する工事内容に応じ、関係法令に基づく必要な資格・
許可等を有していることが前提となります。
特に、本工事は機械器具設置工事に該当するため、建設業法及び関連通知、また共同事業
体運用準則等に基づき、当該工種に必要な建設業許可や技術者資格を有する者を適切に配
置する必要があります。
従いまして、非代表構成員であっても、各構成員が担う役割に応じて必要な資格・体制を確保
したうえでご提案ください。
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